
安元
（小児科）
※月3回

福岡
（整形外科）
※第1水

岩屋
（児童精神科）

※第2火

香月
（児童精神科）

※第4水

当センターでは以下の指定を受け、診療を行っております。 当センターでは以下の施設基準を満たし、厚生支局へ届出しています。

・保険医療機関 ・障害児（者）リハビリテーション料

・生活保護指定医療機関 ・集団コミュニケーション療法料

藤吉
(小児科)
※第1火

PM
小川厚

（小児科）
※月１回

PM

福岡市立南部療育センター

診　療　所　長　　　　　八　　坂　　　知　　美

月 火 水 木 金

AM

八坂
（小児科）

宮﨑
（小児科）

AM

八坂
（小児科）

AM

PM PM

八坂
（小児科）

金井
（小児科）

AM

小川弓子

（小児科）
藤吉

（小児科）

藤吉
(小児科)
※第1・3・5金

相部
（小児科）
※第2・4金武田

（整形外科）
※偶数月・第3木

PM

和田
（整形外科）
※奇数月・第３木

AM

八坂
（小児科）



【明細書発行に関するお知らせ】 

当センターでは、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく

観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を

無料で発行しております。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書

を無料で発行しております。 

尚、明細書には、行われた検査の名称が記載されます。 

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 

福岡市立南部療育センター 
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